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・個人ロ－ン「ならしん無担保住宅ローン＜プライム＞」

２．取扱期間 ・保証料率引下げ期間（2023.12.1～2026.3.31）

３．ご利用 ・次の条件を満たしている個人の方 (プライムの対象者
※1
に限る )

　　いただける方 ①　お借入時のご年齢が満２０歳以上、満７０歳未満の方で、ご完済時の年齢が満８０歳未満の方。

②　安定継続した収入のある方

③　当金庫会員または会員資格のある方

④　日本国籍を有する方、または永住者および特別永住者

⑤　その他当金庫所定の条件を満たし、一般社団法人しんきん保証基金の保証を得られる方。

⑥　団体信用生命保険に加入できる方。（ご融資金額1,000万円超の場合）

※謝絶等により加入できない場合は、法定相続人1名を連帯保証人または連帯債務者に徴求することで

　 利用可能。

４．お使いみち ・ご本人が居住し、ご本人もしくは家族が所有している自宅、または家族が居住しご本人が所有

している自宅に関する次の資金購入資金、及びご自宅の新築・増改築資金

①　自宅の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム資金、購入等に伴う諸費用、家屋解体費用

②　自宅の購入資金やリフォーム資金等の借換

③　インテリア・家電等の購入資金（自宅の購入等と合わせた申込で100万円まで）

・原則、支払先等に振込させていただきます。

６．ご融資金額 ・１０万円以上２，０００万円以内（１万円単位）

・３ヶ月以上２０年以内（元金据置は６ヶ月以内）

８．ご融資利率 ①　変動金利＋保証料となります。／当初５年間※

　※無担保住宅ローンの融資利率から▲０．１％します。

　※５年経過後は、住宅ローン変動基準金利から年▲０．５％し、保証料を足した利率とします。

②　変動金利＋保証料となります。／通期

　全期間にわたり、無担保住宅ローンの融資利率から▲０．１％します。

新規融資利率は、当初お借り入れ日の住宅ローン変動基準金利を基準とします。

なお、以下の条件を満たす場合は、店頭金利より所定の金利を優遇いたします。

・カードローンプレミアムをご契約の方（新規の同時申込みも可）　▲０．１％

・お取引がある事業所にお勤めの方（お取引はお預け入れ・お借り入れを問いません）▲０．１％

・当金庫と「職域サポート契約」を締結された事業所にお勤めの方　▲０．１％

　　※最優遇金利　通常金利より▲０．３％

上記金利は現時点での金利ですが、変動金利型ですので今後変動いたします。

ご融資後は、４月１日、１０月１日を基準日として、年２回金利を見直します。

変動があればその変動幅と同じ幅で、それぞれ７月、翌年１月の返済分から

新しい金利を適用いたします。

・最新の金利については、ホームページまたは窓口でご確認ください。

９．ご返済方法 ・「元利均等毎月返済」と「元金均等毎月返済」のいずれかの方法をお選びください。

※「元利均等毎月返済」：毎月のご返済金額（元金と利息の合計）が一定です。

「元金均等毎月返済」：毎月のご返済金額（元金と利息の合計）のうち元金が一定です。

　　　　　　（元金の減少やお借入利率の変動に伴いご返済金額が変わります）

・お借入金額の５０％以内で、ボ－ナス月増額返済（年２回）の併用もできます。

・ご返済は、毎月一定の日（休日の場合は翌営業日）に、ご本人様の指定口座から自動引落しさせて

　いただきます。

・元利均等返済と元金均等返済の変更はできません。

・元利均等返済の場合、ご返済額は５年毎に見直し、次の５年間のご返済金額を定めます。

　（利率に変動があっても５年間は変更しません）。

・元利均等返済の場合、金利が上昇しご返済金額が増額となった場合でも、新たなご返済金額は

　それまでのご返済額の１２５％を超えることはありません。

・最終の元利金返済額の変更以降、利率の変更に伴う元金の一部や未払利息が残る場合は、

　最終返済日に一括してご返済いただきます。

１０．担保・保証 ・一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので不要です。

（しんきん保証基金の保証をつけさせていただきます。）

ならしん無担保住宅ローン＜プライム＞

１．商品名

５．お支払い方法

７．ご融資期間

変動金利期間中
の返済額につい

て
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１１．保証料 ・年０．４８％（期間限定2023.12.1～2026.3.31）（ご融資利率に含まれます）

　お客さまから当金庫へいただく金利の中から当金庫が保証会社へお支払いいたします。

　お客さまから保証会社へお支払いいただく必要はありません。

・一部繰上返済、期日前完済、条件変更をされる場合は所定の手数料がかかります。

１３．苦情処理措置 ・本商品の苦情等は、当庫営業日に営業店またはお客さまサービス担当（9：00～17：00）

　0800-170-6314までお申し出ください。

１４．紛争解決措置

１５．その他 ・お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。

・審査結果によってはご要望にそえない場合があります。

・金利情勢等により、金利を変更する場合がございます。　また、今後予告なくこの商品の取扱いを

　中止する場合がございます。

・お申込みによって、当金庫からのお借り入れ総額（一部のお借り入れを除く）が７００万円を超える

　場合には、当金庫の会員になっていただく場合があります。その場合、お借り入れ手続きまでに

　出資金（１万円）が必要となります。

・万一、元利金のご返済が遅れたときは遅延している元金について年１４．５％（年３６５日の日割

　計算）の損害金をお支払いいただきます。

・お借り入れ金額の２０％または５０万円を超える金額については、お振り込みしていただきます。

・審査の内容についてはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・お申込みの方法やご返済額の試算など、詳しくは当金庫の本支店窓口でお問い合わせください。

　　（参考）　　ご用意いただく主な書類

　① ご本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）

　② ご収入確認書類（源泉徴収票・住民税決定通知書・受付印のある確定申告書等）

　③ お使いみち確認書類（見積書・注文書・請求書・納付書・工事請負契約書等）

　④ 振込依頼書・振込先口座のわかるもの等（お振り込みが必要な場合）

 　※ 場合により、上記以外の書類が必要となることもあります。

※1 プライムの対象者

  お取引の有無にかかわらず、インターネットから申込（仮審査申込）された方。

　または、申込日時点または貸付実行日時点において、当金庫の対象ローンが条件を満たす方。

①すべての基金保証付個人ローン 利用状況が次のいずれかに該当する

②すべての基金保証付住宅ローン 　　ａ．貸付実行日から６ヵ月以上経過し、かつ直近の約定

③基金以外の保証会社の保証付自動車 　　　　返済が行なわれている

　 関連ローン 　　ｂ．完済して３年以内

④基金保証付カードローン 次のいずれかに該当する

　　ａ．契約中

　　ｂ．新規契約する＜貸付実行日以前（同日含む）に契約する＞

１２．手数料等

対象ローンの条件対象ローン（次のいずれか））

・東京弁護士会(03-3581-0031)・第一東京弁護士会(03-3595-8588)・第二東京弁護士会(03-3581-
2249)・奈良弁護士会(0742-22-2035)の仲裁センター等や、証券・金融商品あっせん相談センター
［ADR FINMAC］(0120-64-5005)で紛争の解決を図ることもできますので、ご希望のお客さまは上記、
お客さまサービス担当 または 全国しんきん相談所(03-3517-5825)にお申し出ください。

お客さまから、上記弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、上記東京の弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会
議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を
移管し、解決する方法（移管調停）もあります。
詳しくは、上記弁護士会、当金庫お客さまサービス担当もしくは全国しんきん相談所へお問い合わせ
ください。
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